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アガルートアカデミー
行政書士試験　総合講義　民法

第１　民法の全体像
民法を勉強する際には、身近な事例を頭に思い浮かべながら、問
題になっている法律関係について考えてみるとよい。
抽象的な条文を具体的事例にあてはめることができれば、理解で
きているといえる。

［民法典の構成］

第 1 編
総 則

第１章
債権総則

第１章
親族総則

第 3 編
債 権

第４編
親 族

第 2 章 占有権

第３章 所有権

第４章 地上権・第 5 章 永小作権・第 6 章 地役権

第７章 留置権・第 8 章 先取特権・第 9 章 質権・第 10 章 抵当権

第 2 章 契 約

第３章 事務管理

第４章 不当利得

第５章 不法行為

第 2 節 贈与・第 3 節 売買

第４節 交換・第 5 節 消費貸借

第６節 使用貸借・第 7 節 賃貸借

第８節 雇用・第 9 節 請負

第 10 節 委任・第 11 節 寄託

第 12 節 組合・第 13 節 終身定期金

第 14 節 和解

第１節 契約総則

第２編
物 権

第 1 章
物権総則

第１章
相続総則

第５編
相 続

第２章 婚姻・第 3 章 親子・第 4 章 親権

第５章 後見・第 6 章 保佐及び補助・第 7 章 扶養

第２章 相続人・第 3 章 相続の効力 ・第 4 章 相続の承認及び放棄

第５章 財産分離・第 6 章 相続人の不存在・第 7 章 遺言・
第 8 章 配偶者の居住の権利・第９章 遺留分・第 10 章 特別の寄与

ＢＢ
CHECK

「総則」・「各則」とは

「総則」とは、その法律の
基本原理や基本事項を定める
ルールのことをいいます。こ
れに対し、個別的な事項を定
めるルールのことを「各則」
といいます。各則では、必要
最小限の規定のみを設け、総
則では、共通のルールを定め
た上で、冒頭に総則を掲げて
おく法律の体系を、パンデク
テン・システムといいます。




